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◆「新しい経済政策パッケージ」が閣議決定 
～幼児教育の無償化や保育士のさらなる賃金引上 
げに関する具体的内容が示される 

 

平成 29年 12月 8日、「新しい経済政策パッケージ」が閣議決定されました。 

「第 2 章 人づくり革命」の中で、『「全世代型の社会保障」へ大きく転換していく必要

がある』こと、『その重要な鍵を握るのが「人づくり革命」、人材への投資である』ことが

示されています。主な内容は次のとおりです。 

 

○第 2章 人づくり革命（資料 2-1ページ～）※注：太字と下線は、全保協事務局による追記。 

1．幼児教育の無償化【2-2ページ】 

≪中略≫ 

・・・保育の受け皿拡大を図りつつ、幼児教育の無償化をはじめとする負担軽減措置を講

じることは、重要な少子化対策の一つである。  ≪中略≫ 

 

（具体的内容） 

子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を

一気に加速する。広く国民が利用している 3 歳から 5 歳までの全ての子供たちの幼稚園、

保育所、認定こども園の費用を無償化する。なお、子ども・子育て支援新制度の対象とな

らない幼稚園については、公平性の観点から、同制度における利用者負担額を上限として

無償化する。 

幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等については、専門家の声

も反映する検討の場を設け、現場及び関係者の声に丁寧に耳を傾けつつ、保育の必要性及

び公平性の観点から、来年夏までに結論を出す。 
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0歳～2歳児が 9割を占める待機児童について、3歳～5歳児を含めその解消が当面の最

優先課題である。待機児童を解消するため、「子育て安心プラン」を前倒しし、2020 年度

までに 32 万人分の保育の受け皿整備を着実に進め、一日も早く待機児童が解消されるよ

う、引き続き現状を的確に把握しつつ取組を進めていく。こうした取組と併せて、0歳～2

歳児についても、当面、住民税非課税世帯を対象として無償化を進めることとし、現在は、

住民税非課税世帯の第 2 子以降が無償とされているところ、この範囲を全ての子供に拡大

する。  ≪中略≫ 

 

（実施時期） 

こうした幼児教育の無償化については、消費税率引上げの時期との関係で増収額に合わ

せて、2019年 4月から一部をスタートし、2020年 4月から全面的に実施する。 

また、就学前の障害児の発達支援（いわゆる障害児通園施設）についても、併せて無償

化を進めていく。さらに、人工呼吸器等の管理が必要な医療的ケア児に対して、現在、看

護師の配置・派遣によって受入れを支援するモデル事業を進めている。こうした事業を一

層拡充するとともに、医療行為の提供の在り方について議論を深め、改善を図る。 

≪中略≫ 

 

2．待機児童の解消【2-3ページ】 

（待機児童の解消） 

待機児童の解消は、待ったなしの課題である。 

2018年度から 2022年度末までの 5年間で、女性就業率 80％に対応できる 32万人分の保

育の受け皿を整備する「子育て安心プラン」を策定したところである。同プランをより速

く実現させるため、同プランを前倒しし、2020 年度末までに 32 万人分の受け皿整備を行

う。幼児教育の無償化よりも待機児童の解消を優先すべきとの声がある。幼児教育の無償

化は消費税率引上げによる増収にあわせて 2019 年度から段階的に取組を進めていくのに

対し、「子育て安心プラン」は、2018 年度（来年度）から早急に実施していく。併せて、

保育士の確保や他産業との賃金格差を踏まえた処遇改善に更に取り組むこととし、今年度

の人事院勧告に伴う賃金引上げに加え、2019年 4月から更に 1％（月 3000円相当）の賃金

引上げを行う。  ≪中略≫ 

 

6．これらの施策を実現するための安定財源【2-7ページ】 

≪中略≫ 

社会保障の充実と財政健全化のバランスを取りつつ、安定財源として、2019 年 10 月に

予定される消費税率 10％への引上げによる財源を活用する。消費税率の 2％の引上げによ

り 5 兆円強の税収となるが、この増収分を教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確

保等と、財政再建とに、それぞれ概ね半分ずつ充当する。前者について、新たに生まれる

1.7兆円程度を、本経済政策パッケージの幼児教育の無償化、「子育て安心プラン」の前倒

しによる待機児童の解消、保育士の処遇改善、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善に

充てる。これらの政策は、2019 年 10 月に予定されている消費税率 10％への引上げを前提

として、実行することとする。 
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消費税収の使途については、消費税法において、「制度として確立された年金、医療及び

介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとす

る」と規定されていることから（同法第 1条第 2項）、社会保障 4経費（年金、医療、介護、

少子化対策）に限定されている。本経済政策パッケージに充てる上記 1.7 兆円程度につい

ては、幼児教育の無償化等を中心に支出する一方、高等教育への支援については、少子化

対策に資する観点から、高額な授業料負担が出生率の向上に関するネックとなっている低

所得者層の支援に限定する。 

 

また、現行の子ども・子育て支援新制度においては、仕事と子育ての両立は、労働力確

保に資するものであり、社会全体で取り組むべき課題であることから、企業主導型保育事

業などについては、事業主が拠出する子ども・子育て拠出金が充てられている。本経済政

策パッケージに必要な財源については、社会全体で子育て世代を支援していくとの大きな

方向性の中で、個人と企業が負担を分かち合う観点から、消費税率引上げによる増収分の

使い道を見直して活用するとともに、経済界に対しても応分の負担を求めることが適当で

ある。このため、子ども・子育て拠出金を 0.3 兆円増額する。法律に定められた拠出金率

の上限を 0.25％から 0.45％に変更し、0.3兆円の増額分は、2018年度から実施する「子育

て安心プラン」の実現に必要な企業主導型保育事業（幼児教育の無償化の実施後は、3 歳

～5歳児及び住民税非課税世帯の0歳～2歳児の企業主導型保育事業の利用者負担助成を含

む。）と保育の運営費（0 歳～2 歳児相当分）に充てることとし、そのための子ども・子育

て支援法の改正法案を次期通常国会に提出する。  ≪中略≫ 

 

9．規制制度改革等【2-10ページ】 

（1）規制改革推進会議の答申を受けた規制制度改革 

規制改革推進会議第 2次答申（平成 29年 11月 29日決定）を受け、待機児童数が隣接す

る市区町村間で偏りがあることを踏まえ、都道府県が市区町村を越えた保育施設の利用を

調整する法的仕組みを強化する等の待機児童解消に向けた制度改革を行う。 

≪後略≫ 

 

なお、「9．規制制度改革等」に示されている、平成 29年 11月 29日決定の「規制改革推

進会議第 2次答申」については、内閣府のホームページに掲載されています。 

※内閣府トップページ > 活動・白書等 > 審議会・懇談会等 > 規制改革 > 公表資料 

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/p_index.html 

 この答申の中で、具体的な規制改革項目として、「関係者全員参加の下で協議するプラッ

トホームの都道府県による設置」等が示されています。 

 

 本会では、保育三団体協議会において、これまでにも国等へ保育の質の向上や処遇改善

をはじめとする項目の要望活動を行ってきました。 

日本の将来を担うすべての子どもにとって、よりよい成育環境の整備と家庭や地域にお

ける子育て支援を推進すること、さらに保育所・認定こども園の質や機能の向上を担う保

育士・保育教諭の処遇改善に向けて、安定的な財源のいっそうの確保と子ども・子育て施

策のさらなる推進を求めてまいります。 

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/p_index.html

